
京都市職員定数条例の一部を改正する条例（令和２年３月３０日京都市条例第  号） 

（行財政局人事部人事課） 

  事業内容及び業務執行体制の見直し等に伴い，次のとおり職員の定数を改定すること

としました。 

   

 

この条例は，令和２年４月１日から施行することとしました。 

 

 

種 別 改 正 前 の 定 数 改 正 後 の 定 数 差 引 増 △ 減 

市長の事務部局

の職員 

人 

７，６７９  

人 

７，６１３  

人 

△６６ 

議会の事務部局

の職員 ３９  ３９  ０  

選挙管理委員会

の事務部局の職

員 
３４  ３４  ０  

監査委員の事務

部局の職員 ２６  ２６  ０  

教育委員会の事

務部局及び教育

委員会の所管に

属する教育機関

の職員 

 

８，９５３  

 

 

８，９６５  

 

  

１２ 

 

 

人事委員会の事

務部局の職員      １７      １７       ０ 

農業委員会の事

務部局の職員    １３    １３   ０ 

消 防 職 員 １，８１３ １，８０９ △４ 

公営企業の職員 
交通事業 １，４９７ １，９２７ ４３０ 

公営企業の職員 
水道事業 １，２１１  １，２０６  △５  

合 計   ２１，２８２   ２１，６４９ ３６７ 

うち校長及び 
教員 ７，５１０人 

うち校長及び 
教員   ３８人 

うち校長及び 
教員 ７，４７２人 

５５



 京都市職員定数条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和２年３月３０日 

                         京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市職員定数条例の一部を改正する条例 

 京都市職員定数条例の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「７，６７９人」を「７，６１３人」に改め，同項第５号中「８，

９５３人」を「８，９６５人」に，「７，４７２人」を「７，５１０人」に改め，同項第８

号中「１，８１３人」を「１，８０９人」に改め，同項第９号ア中「１，４９７人」を「１，

９２７人」に改め，同号イ中「１，２１１人」を「１，２０６人」に改め，同項中「２１，

２８２人」を「２１，６４９人」に改める。 

附 則 

 この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 

５５


